
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカード新規取得者へのお買物券進呈について  

 

～マイナンバーカードを作ってお買物券をもらおう！～ 

 

 

市では、より多くの方にマイナンバーカードを利用してもらうため、新たにマイナンバーカード

を申請・取得した方に、市内の登録店舗で使える「越前おおのプレミアムお買物券」３，０００円

分を進呈します。 

この取り組みは、非対面型行政サービスの提供を推進することに加え、お買物券を配布し地域経

済の活性化に貢献することを目指していますので、周知にご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 配布期間    ８月１０日（火）～１２月２８日（火）（予定） 

        

２ 配布場所    市民生活・統計課 ２番窓口 

       

３ 対 象 者  ５月～１０月の間にマイナンバーカードを申請し、１２月２８日（火）までにカ

ードを取得した市民、先着５，０００名。 

         

 

４ 受取方法  対象者には、マイナンバーカード交付案内通知に、お買物券の引換券を同封しま

す。市民生活・統計課窓口でマイナンバーカードと一緒にお買物券が受け取れま

す。 

報 道 資 料 

【発信日】令和３年６月２８日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（１階 ２番窓口） 

 地域づくり部 市民生活・統計課 吉田、臼井 

 電話 0779-64-4810 

 



５ マイナンバーカード申請窓口の充実 

 

（１） 市内の事業所や団体（自治会、サークルなど）に市職員が出向き、申請手続きを一括して

行う「出張申請受付」を行っています。市役所に行かずにマイナンバーカードを受け取る

ことができます。概ね５人以上の申請希望者が見込まれる場合に、市民生活・統計課へ電

話で申し込んでください。日程調整後、指定された場所へ市職員が訪問します。 

 

（２） 公民館で申請をサポートします。（日時は下記参照）予約は不要です。マイナンバー通知

カード兼申請書（ＱＲコード付き）をお持ちいただき申請します。県から貸与された申請

用タブレットを使用し、所要時間約３分で申請できます。約１ヶ月半後に市役所から届い

た交付案内通知と必要書類を持って、市民生活・統計課窓口でマイナンバーカードを受け

取ります。 

 

（３） 市民生活・統計課では、マイナンバーカードの受け取り用時間外・休日窓口を７月から拡

充します。予約制です。 

         ＜６月３０日まで＞ 

月曜日・木曜日 午後５時３０分～午後７時（祝日を除きます） 

第２土曜日と翌日日曜 午前９時～正午 

＜７月１日から１２月２８日まで＞ 

月曜日・木曜日 午後５時３０分～午後７時３０分（祝日を除きます） 

第２土曜日と翌日曜日 午前８時３０分～正午 

第４土曜日と翌日曜日 午前８時３０分～正午 

      

（４） ７月から、和泉地域交流センターでもマイナンバーカードの申請及び受け取りができるよ

うになります。（８月１０日からお買物券も配布します。） 

場所 月日 時間 

阪谷公民館 ７/８（木） 午後１時半～４時半 

大野公民館 ７/９（金） 午前９時～正午 

小山公民館 ７/１３（火） 午前９時～正午 

下庄公民館 ７/１５（木） 午前９時～正午 

乾側公民館 ７/２７（火） 午前９時～正午 

富田公民館 ７/２７（火） 午後１時半～４時半 

上庄公民館 ７/２８（水） 午後１時～４時 



６ マイナンバーカードの申請から取得まで 

 

（１） 申請には、マイナンバー通知カード兼申請書に必要事項を記入し、写真を貼付して郵送す

る方法と、申請書のＱＲコードを読み込み、スマートフォンで申請する方法があります。

約１ヶ月半後に市役所から届いた交付案内通知と必要書類を持って、市民生活・統計課窓

口でマイナンバーカードを受け取ります。 

 

（２） 市民生活・統計課窓口で随時申請サポートしています。マイナンバー通知カード兼申請書

のＱＲコードと本人確認書類をお持ちいただき申請します。県から貸与された申請用タブ

レットを使用し、所要時間約３分で申請できます。約１ヶ月半後に市役所から届いた交付

案内通知と必要書類を持って、市民生活・統計課窓口でマイナンバーカードを受け取りま

す。 

 

 

 


